
NECモバイル POS 
ハードウェアメンテナンスサービス利用約款 

 
 

第 1 章 総則 
 
第1条 （本約款の適用） 
1. NEC モバイル POS ハードウェアメンテナンスサービス約款（以下「本約款」とい

う）は、日本電気株式会社（以下「NEC」という）を提供元とし、株式会社ぐるな
び（以下「当社」という）が再販・代理店として販売する本サービス（次条に定義
する）の利用を申し込み、本約款に基づく本サービスの契約（以下「本契約」と
いう）が成立した者（以下「契約者」という）と当社との間で適用される。 

2. 本約款に定めなき事項については当社が別途定める基本約款の定めが適用
されるものとし、本約款の定めと基本約款の定めが相反する場合は、本約款の
定めが優先して適用される。なお、本約款にて特段の定めがある場合及び文
脈上別の意味を有することが明確である場合を除き、本約款における用語の
定義は、基本約款の定めに従う。また、基本約款及び本約款のほか、当社が
別途定める特約条件が存在する場合、当該特約条件が基本約款及び本約款
に優先して適用されるものとする。 

 
第2条 （定義） 
本約款において以下の各号に定める用語は、それぞれ各号に定める意味で使用する。 
(1) 本サービス 

契約者と当社間で締結されたＮＥＣモバイルＰＯＳサービスにかかる契約に基づ
き提供されるサービスを利用する目的で、ＮＥＣによる事前設定が行われたう
えで当社から契約者に販売した対象製品（次号に定義する）に対するメンテナ
ンスサービスをいい、詳細は別紙に定める。 

(2) 対象製品 
以下のいずれかに該当する製品のうち、当社と契約者間で本サービスの対象
として合意した製品をいう。 

① 当社が契約者に納入したＮＥＣのハードウェア製品 
② 当社が契約者に納入したＮＥＣ以外の第三者のハードウェア製品（以下

「ＳＩ仕入製品」という） 
(3) ハードウェア引渡日 

対象製品の発送日をいう。 
(4) 保守登録完了日 

当社が別途契約者に対して当社が指定する方法にて通知する、本約款第 4
条（本サービスの提供）第 1 項に定める対象製品に係る保守登録が完了され
る日をいう。 

(5) サービス開始日 
ハードウェア引渡日又は保守登録完了日のうち、いずれか遅い日をいう。 

 
第3条 （本契約の締結及び成立） 
1. 本サービスの利用申込みは、利用希望者が、当社所定の申込書及び申込画

面等（以下併せて「申込書等」という）に必要事項を記入し、当社に提出又は
登録することにより行われるものとする。かかる申込書等の提出又は登録をも
って、利用希望者が本約款に同意したものとみなされる。 

2. 当社は、利用希望者による申込書等の提出後、基本約款第 4 条（基本契約
の締結及び成立）の定めに従って当社所定の審査を行い、審査基準を満たさ
ない場合、利用希望者は、本サービスを利用することができない。この場合、
当社は遅滞なく利用希望者にその旨を通知する。但し、当社は、利用希望者
に対し、審査基準を満たさない理由を開示する義務を負わず、利用希望者は
これに異議を述べることができない。 

3. 当社は、本サービスの提供にあたり、以下の利用希望者に関する情報を NEC
に通知するものとし、利用希望者はこれに同意するものとする。 

(1) 利用希望者名 
(2) 対象製品が設置されている契約者の各店舗の場所及び各店舗における対象

製品毎の設置台数 
(3) その他 NECが別途定める情報 
3. 本契約は、前項に基づき当社がＮＥＣに対して通知をした後、当社が契約者に

対して承諾の通知をしたときに成立するものとする。 
4. 本契約は、契約者である法人又は個人毎にそれぞれ１つ本サービスにかかる

契約が成立する。なお、対象機器を追加する場合、契約者は、当該対象製品
に関する第１項各号の情報を当社に通知するものとし、当該通知に対して当社
が承諾の通知を契約者に発信したときをもって、本契約の変更契約が成立す
る。 

 
第4条 （本サービスの提供） 
1. 対象製品に関する本サービスの提供を開始するためには、本契約成立後、Ｎ

ＥＣによって当該対象製品に係る保守登録が完了される必要がある。契約者
は、当該保守登録の完了までに一定の日数を要することを了承する。 

2. 対象製品に関する本サービスの提供は、対象製品に係るサービス開始日から
開始する。 

3. 契約者は、本サービスの提供期間を、40日前までに当社が指定する方法によ
り当社に通知することにより、いつでも終了させることができるものとする。 

4. 本サービスの最長提供期間はハードウェア引渡日から５年間とし、当該期間の
満了をもって本サービスは終了するものとする。但し、契約者が当該期間満了
の１３か月前までに、本サービスの最長提供期間の延長を希望する旨を書面
（電子メールを含む。以下同じ）により当社に通知した場合には、当社及び契
約者は、延長の可否及びサービス内容、料金その他の契約条件の見直しにつ
いて協議する。 

5. 本契約の成立後、対象製品の設置状況に変更が生じる場合、契約者は、当
該対象製品の機種及び製造番号ならびに変更後の設置状況及び変更日を
40 日前までに当社が指定する方法により当社に通知する。但し、対象製品の
設置場所は、いかなる場合であっても日本国内に限られるものとする。 

6. 対象製品の廃棄又は入替え等により、対象製品を本サービスの対象から除外
する場合、契約者は、当該対象製品の機種及び製造番号ならびに除外日を
40 日前までに当社が指定する方法により当社に通知する。かかる通知がなさ
れ、当社がこれに承諾した場合、当該通知に記載された除外日をもって、当
該対象製品に対する本サービスの提供は終了する。 

 
第5条 （契約者の協力義務） 
1. 契約者は、契約者が協力すべき作業がある場合、当該作業を誠実に実施す

る義務を負うものとする。 

2. 当社は、当社が本サービスを契約者に提供するにあたり必要と判断した場合、
契約者に対し、以下の各号に定める協力を要請することができるものとし、契
約者は、当社からの当該要請に応じるものとする。 

(1) 必要な資料及び情報を契約者の費用と責任において当社に提供すること。 
(2) 必要な通信環境を契約者の費用と責任において準備すること。 
(3) ＮＥＣが本サービスの提供を行うために必要な範囲内で対象製品の稼動を停

止すること。 
3. 契約者は、対象製品を正しく運用するために、対象製品に関する操作マニュア

ル等で指定された日常保守・操作手順等を遵守するものとする。 
4. 契約者は、対象製品の故障、不適切な使用又は本サービスの提供に伴う対

象製品の稼動の停止によるコンピュータ・プログラム及びデータの破壊、消滅に
備え、契約者の費用と責任において適切な措置を講じるものとする。 

 
第6条 （契約者の費用負担） 
1. 契約者は、本サービスの提供に要する費用のうち以下の各号に定めるものを

直接負担する。なお、本条第３号に定める費用については当社からの請求に
基づき、当社に対して支払うものとする。 

(1) 記録媒体その他の消耗品に係る費用 
(2) 本サービスの提供に必要な電気料及び水道料 
(3) 当社が本サービスを提供するためにＮＥＣの技術員が船舶、航空機等の交通

機関を利用し、又は宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費及び
日当 

(4) 本サービスの提供に必要な通信費（但し、ＮＥＣから契約者への通信に要する
費用を除きます。） 

(5) その他別紙に定める費用 
 
第7条 （利用料金） 
1. 契約者は、当社に対し、本サービス利用の対価（以下「利用料金」という）として、

申込書等記載の金額及び消費税等相当額を支払うものとする。 
2. 契約者は、当社が発行する請求書に記載された支払期日までに、当社が指

定した支払条件及び支払方法（契約者が選択することができる場合は、契約
者が選択した支払条件及び支払方法）に従い、当社に支払うものとする。 

3. 当社が必要と認め、契約者に相当期間を定めて通知した場合、当社は契約
者に対して支払方法の変更等を行うことができるものとし、契約者はこれに応じ
るものとする。 

4. 利用料金の支払いにかかる手数料その他費用は、契約者が負担するものとす
る。 

5. 当社は、契約者による利用料金の誤払い又は過払いがあった場合を除き、理
由の如何を問わず、契約者から支払を受けた利用料金の払い戻しを一切行
わないものとする。 

6. 当社は、利用料金及び消費税等相当額がその支払期限までに支払われない
場合には、契約者に対する本サービスの提供を中止することができるものとす
る。 

7. 契約者が本契約により生じる債務の支払を怠ったときは、当社は契約者に対し
支払期限の翌日から完済の日まで年利１４.６％の割合による遅延損害金の支
払を請求できるものとする。 

 
第8条 （中途解約時の利用料金の取扱い） 
契約者が本契約を中途解約する場合、又は契約者が本約款第 12条（本契約の解除
等）又は基本約款第 21条（反社会的勢力の排除）に該当し、当社が本契約を解除す
る場合、当社は、契約者から支払を受けた利用料金の減額及び契約者への返金並び
に日割り計算は行わないものとする。 
 
第9条 （契約期間） 
本契約の有効期間は、本契約成立日から本サービスの提供期間の終了日までとする。 
 
第10条 （責任の制限） 
1. 当社は、本サービスの実施後２か月以内に、本サービスを実施した対象製品

に同一の原因による同一の障害が発生したことを契約者が当社に通知した場
合は、本サービスをすみやかに再実施する。 

2. 前項の規定は、前項に基づく本サービスの再実施後２か月以内に契約者が当
社に通知した、当社及び NEC の責めに帰すべき事由により発生した再実施の
原因と同一の原因による同一の障害についても適用するものとし、以後同様と
する。但し、本条第４項に定める期間を超える場合はこの限りではない。 

3. 本条の規定は、本サービスの実施に関して当社が負う法律上の契約不適合
責任のすべてとする。 

4. 本条に基づく本サービスの再実施は、当該本サービスにかかる契約の期間満
了又は本約款第 12 条（本契約の解除等）に基づく解除その他の事由により終
了した日から１年間に限るものとする。 

5. 対象製品の売買に関する当社と契約者との間の口頭又は書面による見積もり、
合意、契約条件その他当社により提示されたいかなる契約条件（以下「対象
製品の売買に係る契約条件」という）にかかわらず、当社は、対象製品に生じ
た品質不良等について本契約に基づく本サービスの実施のみによって対応す
るものとし、本契約の締結以後、契約者は、対象製品に生じた品質不良等に
ついて、対象製品の売買に係る契約条件における当社へのいかなる請求もし
ないことに同意する。 

6. 第１条（本約款の適用）第 2 項の規定にかかわらず、前項の規定は、対象製
品の売買に係る契約条件よりも優先して適用される。 

 
第11条 （再委託） 
当社及び NEC は、本サービスの提供に関する業務の全部又は一部を第三者に再委
託（再々委託等を含む）できるものとする。 
 
第12条 （本契約の解除等） 
1. 当社は、基本約款第 6 条第 1 項（基本契約の解約等）に定める事由に該

当する場合、契約者に対する何らの通知及び催告なしに、本契約を直ちに解
除することができるものとする。この場合、契約者は、当社に対して負担する一
切の債務（本契約に基づき負担する債務を含むがこれに限られない）の期限
の利益を当然に失い、これを直ちに弁済する。なお、本条による本契約の終了
は、当社による契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。 

2. 基本約款第 6 条第 1 項（基本契約の解約等）に定める事由以外の理由に
より、基本契約が終了したときは、本契約は自動的に終了する。 

3. 当社は、本契約の期間中においても、契約者に対し書面又は電子メールにより
通知を行うことにより、本契約を解約することができるものとする。 



 
第13条 （損害賠償） 
1. 当社及び契約者は、本契約に定める義務に自己の責めに帰すべき事由に起

因して違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、その損害額等につ
いての協議のうえ、本契約の解除の有無にかかわらず、請求原因の如何を問
わず、当社が契約者から直近の１年間に受領した利用料金の累積金額を賠
償総額の限度として、賠償義務を負うものとする。 

2. 前項の規定にかかわらず、当社及び契約者は、請求原因の如何を問わず、当
事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者が予見すべきで
あったか否かを問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、拡大損害なら
びに逸失利益（予想されるコスト削減分を含む）については、賠償義務を負わ
ないものとする。 

3. 当社及び契約者は、相手方が本契約に違反した場合であっても、自己が被る
損害又は損失を最小限にとどめる義務を負うものとする。 

4. 当社又は契約者による本条の損害賠償の請求は、請求原因の如何を問わず、
本契約に基づく履行義務違反から１年以内に限り行うことができるものとする。 

 
第14条 （輸出管理） 
契約者は、本契約に基づき当社から受領した物品及び情報を輸出する場合には、外
国為替及び外国貿易法その他の輸出関連法令（米国輸出管理法その他の外国の輸
出入関連法令が適用される場合はそれらの法令を含む）を遵守するものとする。 
 
第15条 （存続条項） 
本契約の終了後であっても、第１条（本約款の適用）第2項、第７条（利用料金）、第 8
条（中途解約時の利用料金の取扱い）、第 10 条（責任の制限）、第 12 条（本契約の
解約等）第 1 項、第 13 条（損害賠償）、第 14 条（輸出管理）及び本条の規定は、対
象事項が存在する限り有効に存続する。 
 
 

以上 

 
 

制定日：2026年 6月 8日 
 
 

  



【別紙】 ハードウェアメンテナンスサービス仕様書 
 
本ハードウェアメンテナンスサービス仕様書（以下「ＨＷメンテナンス仕様書」という）は、
対象製品に適用するものとする。 
 
1. ＨＷメンテナンスサービスの内容 

ＨＷメンテナンスサービスのメニューは、以下のとおりとする。 
(1) 出張交換サービス 

出張交換サービスの範囲は、以下のとおりとする。 
① 代替機による交換 

障害原因が対象製品にあると考えられる場合、当社は NEC から技術員を
派遣して、故障製品とＮＥＣが準備した代替機との交換を行う。故障製品は、
ＮＥＣが引き取るものとする。 

(2) 当社と契約者との間で別途書面にて合意した保守内容がある場合はそれに従
うものとする。 

 
2. 除外作業 

本項（1）乃至（１２）に定める作業は、ＨＷメンテナンスサービスに含まれないも
のとする。但し、当社は、契約者から要求があり、当社が必要と認めた場合、当
社と契約者間で別途協議し、実施時期、対価その他必要事項を決定のうえ、
当該作業を実施するものとする。なお、本項（５）乃至（８）に定める作業につい
ては、その実施が可能と NEC が判断した場合に限り、NEC は当該作業を実施
するものとし、契約者は本 HW メンテナンス仕様書第５項に定める当該作業の
対価を当社に支払うものとする。 

(1) 対象製品の移設及び撤去に関する作業及び立会い 
(2) 契約者の要求による対象製品の改造 
(3) 対象製品の日常の清掃、点検及び運転 
(4) ノートパソコン・UPS 等のバッテリーパック、フロッピィディスク等の記録媒体、イン

クリボン、用紙その他の消耗品の供給等 
(5) 天災地変、不可抗力、その他当社、NEC 及び契約者いずれの責にも帰すこと

ができない事由により対象製品に生じた故障（対象製品のＮＥＣへの輸送中に
生じた故障、又は対象製品の仕様の如何によらず内部へ侵入した液体・塵埃
もしくは衝撃・振動・落下等により生じた故障等）による代替機との交換 

(6) 本ＨＷメンテナンス仕様書第９項（４）に定める対象製品設置環境条件に反し
たことにより対象製品に生じた故障による代替機との交換 

(7) 当社の指定品以外の記録媒体その他の消耗品を使用したため、又は記録媒
体その他の消耗品の保管不備のために対象製品に生じた故障による代替機と
の交換 

(8) 契約者又は第三者の不適切な使用又は取り扱いにより対象製品に生じた故
障による代替機との交換 

(9) 当社及び当社が承諾した以外の者が作成したプログラム、ハードウェア等に起
因する対象製品の事故の調査及び故障による代替機との交換 

(10) 対象製品の塗装及び仕上げ作業ならびに当該作業に必要な資材の供給 
(11) 対象製品外部の電気作業及び対象製品に関する回線接続のための立会い 
(12) 対象製品の中に含まれる現金、有価証券等の取り出し、入替え及び管理 
 
3. サービス日数時間帯 
(1) 出張交換サービスのサービス日数時間帯は、２４時間３６５日とする。 
(2) サービス日数は、当社と契約者との間で別途定める場合を除き、連続した日と

する。また、サービス日数内に国民の祝日、法律に定める休日及び年末・年始
その他のＮＥＣの定める休業日（以下「祝日等」という）が含まれる場合、当該
祝日等もＨＷメンテナンスサービスの対象とする。 

 
4. サービス日数時間帯外のＨＷメンテナンスサービスの提供 

契約者は、出張交換サービスに関し、本ＨＷメンテナンス仕様書第３項に基づ
き定めたサービス日数時間帯外にＨＷメンテナンスサービスの提供を希望する
場合、その旨を当社に申し入れるものとする。当該サービス時間帯外のＨＷメ
ンテナンスサービスは、当社がかかる申し入れに承諾した場合に提供されるも
のとする。この場合、契約者は本ＨＷメンテナンス仕様書第５項に定める当該
作業の対価を当社に対して支払うものとする。 

 
5. 除外作業及びサービス日数時間帯外作業のＨＷメンテナンスサービス利用料

金 
(1) NECの技術員（１名）のみが対応した場合の料金は下表のとおりとする。 

作業費 

作業時間帯 基本料金 加算料金 

8:30~17:30 15,000 円 2,500円 

17:30~21:00 17,000 円 3,000円 

21:00~翌 8:30 19,000 円 3,500円 

日当・宿
泊費 

ＮＥＣの規定による 

交通費 実費相当額 

代替機
代 

実費相当額 

(2) ＳＩ仕入製品の保守会社の技術員（１名）と、ＮＥＣの技術員（１名）の合計２名
が対応した場合の料金は下表のとおりとする。 

作業費 

作業時間帯 基本料金 加算料金 
8:30~17:30 29,000 円 6,000円 
17:30~21:00 37,000 円 8,000円 

21:00~翌
8:30 

41,000 円 9,000円 

日当・宿
泊費 

ＮＥＣの規定による 

交通費 実費相当額 
代替機
代 

実費相当額 

その他
費用 

ＳＩ仕入製品の保守会社の規定による（傭車費、測定器使
用費、運搬費等） 

(3) 本項（１）及び（２）の基本料金は出動から１時間までの料金、加算料金は１時

間以上の場合１５分毎に加算する料金とし、全曜日とも共通の料金とする。作
業の継続により次の作業時間帯に入った場合は、次の作業時間帯の加算料
金を適用する。 

(4) 本項（１）の料金算定の時間は、ＮＥＣの技術員がサービス拠点を出動し作業
が完了するまでの時間とする。 

(5) 本項（２）の料金算定の時間は、ＳＩ仕入製品の保守会社の技術員がサービス
拠点を出動し作業が完了するまでの時間とする。 

(6) サービス日数時間帯外のＨＷメンテナンスサービスは、原則として本項（１）又
は（２）の対応のいずれかとする。なお、ＮＥＣが本項（１）又は（２）以外の技術
員数による対応が必要であると判断した場合、当社はこれにかかる利用料金
を別途見積もり、契約者の承認を得るものとする。 
 

6. 対象外製品 
予備機の調達ができなくなり交換が不可能となった場合は、ＨＷメンテナンスサ
ービスの対象外とする。 

 
7. 予備機 
(1) 契約者は、当社が本サービスを契約者に提供するにあたり必要と判断した場

合、対象製品のうち、ＳＩ仕入製品に関し別途当社が指定する予備機（以下「予
備機」という）を、当社がＨＷメンテナンスサービスを円滑に提供できるように契
約者の費用と責任において当社から調達し、保管するものとする。 

(2) 本項（１）の規定にかかわらず、別途契約者から要請があり当社が同意した場
合、当社は、当社所定の条件に基づき有償で予備機を契約者のために調達、
保管する。理由の如何にかかわらず、本契約が当該予備機に係るＳＩ仕入製品
についての当該対象製品の納入日から３年以内に解約された場合、契約者は、
当該予備機につき当社が定める残存価値相当額を直ちに当社に支払うものと
し、この場合、当該予備機の所有権は契約者に移転するものとする。 

 
8. 交換製品の所有権 
(1) ＨＷメンテナンスサービスの提供に伴って交換された故障製品の所有権は、全

てＮＥＣに帰属するものとする。 
(2) 本項（１）の規定にかかわらず、ＨＷメンテナンスサービスの提供に伴って契約

者が本ＨＷメンテナンス仕様書第７項（２）に基づき調達した予備機と故障製
品を交換した場合は、交換した故障製品の所有権は予備機の所有者に帰属
するものとする。 

 
9. 設置場所 
(1) 契約者は、ＨＷメンテナンスサービスを行うためにＮＥＣの技術員が対象製品の

設置場所に立ち入ることをあらかじめ承諾するとともに、当該技術員がＨＷメン
テナンスサービスを行うために必要となる作業場所、備品、記録媒体その他の
消耗品、電力、水道等を無償で提供するものとする。 

(2) 契約者は、対象製品の設置場所を変更する場合には、変更後の設置場所及
び変更日を 40 日前までに書面にて当社に通知するものとする。契約者は、か
かる通知を怠った場合、当社がＨＷメンテナンスサービスを契約者に提供でき
ない可能性があることをあらかじめ承諾するものとする。 

(3) 対象製品の設置場所の変更に伴い、利用料金その他ＨＷメンテナンスサービ
スの提供条件を変更する必要があると当社が判断した場合、当社と契約者が
協議のうえ、変更後の条件を定めるものとする。但し、対象製品の設置場所は、
日本国内に限られるものとする。 

(4) 契約者は、当社又はＳＩ仕入製品の保守会社が別途指定する対象製品設置
環境条件（入力電源、温湿度、塵埃、振動、電界及び磁界、接地条件、対象
製品に有害な塩気及び有酸ガス、メンテナンスエリア等）を、対象製品の設置
場所において常に整備、維持するものとする。 

(5) 当社は、ＮＥＣの技術員が対象製品の設置場所に立ち入るにあたり、事前に契
約者が当社に契約者の安全規則、衛生規則等を通知した場合、当該技術員
に当該規則等を遵守させるものとする。 

 
10. 対応窓口 
当社は、ＨＷメンテナンスサービスにおける対応窓口を別途契約者に通知する。 

 

以上 

 
制定日：2026年 6月 8日 

 


